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編集 ・発行 甲府市議会だより編集委員会

昭和 5 0年 11月 l 臼

電話悶 7054甲府市議会事務局

第 2 7 号

9 月定例会日程

19日 開会提案理由説明
20日 ・21日 議案調査のため休会
22日-25日 行疑及び市政般質lIiJ

~員会付託
26臼・27日 各市任委民会
28日 休会 、

29日 委員長報告
決算寓査特別星雲民会設住
付託閉会

地方財政危機で論議

し
た
が
っ
て
、
医
閉
会
と
で
き
る
だ
吋

一l
市
と
の
姉
峠
都
市
制
結
の
た
め
に
ブ

九

i
"
!
l
i
!
1同

国

一言

雲

間

し

た

際

、

欧

米

首

之

島

需
霊
童
相
的
需
づ
く
り
を
遣
す
る
お
に
は
現
す
い
時
期
に
路
島
い
を
し
、
協
力
を

一も
握
し
た
が
、
主
民
高
政
に

-

一
帯

状
山
甲
府
刑
務
所
会
移
転
す
る
こ
と
が
最
大
の
草
に
な
っ
て
一

一宮
封
力
を
す
る
・

十ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
く
か
・

-

ぷ

お
り
ま
す
。
本
市
調
会
は
今
日
ま
で
移
転
実
現
の
た
め
富
三

一

身

障

者

の

雇

用

一
答

患
や
草
案
り
越
え
「
世

-
21
器
と
協
力
主
的
て
務
力
し
て
き
ま
し
た
が
、
現
状
は
吉
之

促

進

を

図

れ

一界
は
一
つ
」
を
同
様
に
同
際
概
習
を
図

一

占
9

珂

こ

一η
、
喜
義
め
て
い
く
に
は
、
都
市

一

閉

め
て

l
Fの
状
況
b
晶

り

ま

す

・

ア

問

九
月
は
耳
障
者
の
雇
用
促
進
月

思
議
事
援
で
あ
る
の
で
、
そ
れ

-

こ

君
う
ま
で
も
な
く
、
E
の
移
転
が
議
で
き
な
い
限
り
本
土

一聞
に
な
っ
て
い
る
e

法
に
よ
る
射
撃

一ぞ
れ
の
都
市
の
特
色
を
生
か
し
た
案

一

E
E需
需
品
調
語
調
和
あ
る
発
是
認
め
な
い
ば
一

一層
吉
、
官
公
庁
で
は
一
七
宅

一を
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
ぶ
ど

一

町

か
り
か
、
移
転
富
む
広
範
の
匡
指
定
そ
む
く
乙
在
一

一民
間
で
は
?
言
で
あ
る
が
、
己
の

一品
需
要
流
、
小
巾
学
生
の
富

一

一
叫

も
な
り
ま
す
。

一一
惑
を
連
成
し
て
い
る
公
共
団
草
案

-な

ど

の

露

、

川

安

易

需

喜

一

一
針

よ
っ
て
甲
府
市
警
は
常
民
の
与
認
に
変
る
を
も
に

一一
所

は

少

な

い

。

十

一な
ど
世
限
り
な
い
、
附
誌
に
は
大
変
一

一
明

書

の
寝
室
都
市
開
発
議
の
た
め
に
、
甲
府
刑
需

竺

需
に
は
=
一
二
一

8
名
の
説
者

一で
あ
る
出
来
る
百
重
な
も
の
よ

都

移
転
に
実
の
努
力
主
う
乙
と
を
決
意
す
る
も
の
で
あ
り
ま
一

一が
お
り
、
君
事
に
き
こ
れ
ら
の

一最
り
上
げ
て
通
し
た
い
。

-

瑚

す。

F

一人
々
の
社
会
話
量
剣
に
考
え
ね
ば

一

副
叩

ι

一な
ら
な
い
.
庖
同
促
進
の
考
え
と
あ
わ

一
盤
聞
は
、
九
月
二
十
二
日
吉
二
十
青
ま
で
の
間
三
日
に
わ
た

一

vhzzβ
毘
は
、
市
民
が
吾
で
、
目
帯
へ
の
附
語
保
の
働
一
市

政

協

力

団

体

へ

の

一

即

実
践
す
る
。

一

一せ
て
、
説
者
対
策
に
つ
い
て
も
聞
き

り
、
古
屋
世
太
郎
(
自
民
党
)
、
土
屋
血
(
自
民
党
)
、
樋
口
約
二
社

一霊
長
加
す
る
蓄
が
露
で
あ
る
一
吉
お
を
十
寄
ぃ
、
少
な
く
と
も
豆

沼

刊

昭

和

五

十

記

九

月

一

干

九

日

ァ

ヒ

;

会
党
)
、
早
川
光
閤
(
公
明
党
)
、
石
丸
あ
き
じ
(
共
産
党
)
、
華
麗

一の
で
、
君
事
震
を
推
進
す
る
一
審
画
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
施
問
一
表

彰

規

程

を

検

討

一

時

甲

府

市

議

会

一

一

U
q障者
の
居
間
は
推
進
し
て
い

型

車

ク
)
、

長
相
互
奇
門
市
政
ク
)
の
七
民
が
各
議
を
代
表

一こ
と
に
よ
っ
て
都
閉
幕
が
確
立
さ
れ
一
者
る
よ
う
最
大
の
努
力
宣
っ
て
い
一
間

現
在
市
の
富
に
協
力
し
て
い
一

r
I
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
一る
が
、
警
の
よ
う
な
経
済
情
普
か
ら

し
霊
盟
主
主
当
面
す
る
霊
長
し
活
発
な
官
臓
を
露
し

一言
の
と
借
口
て

い

る

。

一

九

一る
壊
は
、
単
位
自
治
会
脅
入
れ
る
と
一
自
治
会
桂
持
曹
の
三
分
の
一
書
め
て
一で

あ

る

。

す

れ

ば

困

難

な

よ

う

だ

。

し

か

し

、

こ

ま

し

た

。

君

主

富

民

2

1り
で
あ
り

1
1

-
問

中
期
霊
執
行
一
方
針
に
基
づ
き一

一
姉
妹
都
市
と
特
色

一六
O
O以
上
あ
る
。

E
れ
ら
自
体
へ
一
い
る
、
ぃ
書
留
で
増
量
の
一
一
斉
一

答

自
治
会
』
は
じ
め
市
政
に
協
力
十れ
ら
の
人
た
ち
に
は
、

そ
の
能
力
に
応

。
財

政

っ
さ
に
ど
う
し
う
ビ
ジ
ョ
ン
毒
っ
て
一昭
和
五
十
三
番
ま
で
の
級
幹
事
業
計
一

一の
補
助
事
慮
し
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い
一霊
負
担
し
て
い
る
が
、
自
治
会
主
自

τて
も
ら
い
話
し
て
い
る
。
現
状
の
一じ
た
ま
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
更
生

市

税

交

付

税

の

減

一い
る
か
。

一闘
が
室
主
、
そ
の
誌
の
実
費
一

を

生

か

し

た

交

流

一急

Z
E
Zえ
は
ど
う
か
、
ま
一治
会
の
雲
母
危
険
か
所
帯
の
街
路
一行
財
政
の
上
か
ら
は
協
力
毒
な
い
と
一帽
薄
や
霊
安
審
童
じ
て
対
処

収

で

財

政

ピ

ン

チ

一

答

附
語
阻
器
官
に
も
認
紘
一
三

一九
高
官
接
を
必
要
と
す
一

間

市
長
は
、
売
に
フ
ラ
ン
ス

・
ポ
一た
、
防
犯
灯
な
ど
街
路
灯
の
桂
持
曹
は
一灯
に
つ
い
て
は
、
事
で
負
担
す
べ
き
一で
き
な
い
の
が
実
慣
で
あ
る
。

E組
一し
て
い
る
。
主
主
宰
雇
用
語

間

監

禁

時

ば

れ

て

は

い

一件

長

時

点

字

iの
ど
れ
が
待
て
も
、
一

・

l
i
l
i-

-

-

-

J

I

l

l

-

一語

暴

露

持

し

て

い
る

で

よ

会

主

主

;

に

も

お

る
が
、
住
民
票
は
こ
れ
に
モ
て
増
一処

し
て
い
る
。

し
か

し

、

仁

uu一臣
官

大

霊

祭

き

と

思

一

。

教

育

行

政

一れ

れ

M白
川

い

甲

ま

の

一日

間

口

当

い

計

十

刊

誌

H
一阪
名
山
が
て
は
、
県
で
あ
り
慣

し
て
い
る
。
喜
の
減
収
や
霊
安
付
一聞
は
伺
備
は
す
る
が
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
一う
が
、
E
う
し
た

m
Z密
造

の
一

東

南

部

亡

し

f
学

校

建

設

を

一

一

票
、
詩
的
な
簡
で
も
語
義
わ
一
室
聞
の
詰
に
護
所
孟
て
る
曙

税
、
特
別
変
装
に
あ
ま
り
期
待
で
き
一の
面
に
マ
イ
ナ
ス
柔
た
す
よ
う
な
こ
す

で
直
ど
お
り
寝
泊
で
喜
か
・

一

ト

ノ

一

一

甲

商

の

課

程

で

一主
的
国
下
妻
霊
高
向
き
で
憤
一え
が
き
ょ
う
だ
が
、
本
市
と
し
て
は

な
い
以
上
、
こ
の
こ
と
を
職
員
に
徹
底
一
在
し
な
い
。
制
草
警
が
後
退
す
一
答

級
幹
事
業
高
は
、
五
十
三
年一

学

区

再

編

と

合

せ

検

討

一

情

報

処

理

を

検

討

一密
で
あ
る
。

一あ
ま
り
言
差
し
延
べ
て
い
な
い
。
鼎

さ
せ
て
量
的
な
経
費
は
で
き

5
一言
う
な
こ
と
は
避
吋
る
・

一度
ま
で
の
富
菌
の
指
針
と
し
て
一

間

甲
府
軍
事
長
慨
す
る
、

一

答

伊

売

を
は
じ
め
買
南
部
の
各
一

間

開
高
府
需
に
は
小
学
税
制
一
街
辞
書
留
負
担
に
つ
い
て
も
尉
一に
頼
る
ば
か
り
で
な
く
、
市
で
も
対
策

出

掛

川

郡

山

間

一服

従

諮

問

抑

制

語

諮

問

諮

問

中

抑

制

一

日

刊

て

ほ

し
一日

引

い

じ

り

芝
、
車
は
こ
の
低
成
量
君

一の
戸
高
政
制
度
を
一
霊
的
に
改
め
る
べ

一言
の
財
政
実
閣
の
中
に
あ
っ
て
、
根
一
な
っ
て
い
る
か
。

ι、

事

事

二

一楠
討
し
て

t
い
り
た
い
。

一
ま
た
、
閉
校
の
学
製
=
案
に
は
商

実

施

を

早

期

に

本

条

例

を

制

定

予

定

9月定例会

刑
務
所
移
転
促
進
で
決
議

補
正
予
算
な
ど
お
件
可
決

九
月
定
例
市
被
告
は
、
十
九
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
開
か
れ
、
日
邦
制
方
財
政
の
危
揖
が
叫
ば
れ
て
い
る
今
白
、
政
府
に
対
し
乙
れ
を
打
開
す
る
「
ヤ
め

の
「
明
方
財
政
治
揖
打
倒
と
確
立
を
求
め
る
意
見
密
」
の
提
出
を
世
め
、
市
告
か
ら
間
開
削
さ
れ
た
甲
府
市
砧
唱
協
定
事
同
間
帯
三
件
、
一
般
会
計
を
は
じ
め

と
す
る
瑚
E
予
算
案
六
件
、
教
育
設
員
の
任
命
帯
へ
事
案
件
三
件
な
ど
計
二
十
六
件
は
い
ず
れ
も
開
棋
の
と
お
り
拠
荷
な
く
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
決

算
五
件
に
つ
い
て
は
実
員
十
六
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
決
算
審
安
特
別
Z
日
会
血
管
枝
問
し
、
閉
会
巾
継
制
し
て
寄
託

τる
こ
と
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
骨
格
日
は
、
現
在
甲
府
刑
務
芹
移
転
問
聞
が
間
際
な
状
況
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
の
と
と
は
甲
府
間
府
東
の
続
開
あ
る
都
市
川
m
り
の

う
え
に
も
重
喝
な
問
顕
で
あ
る
と
し
、
市
犠
会
は
金
金
一
致
を
も
っ
て
刑
務
所
移
転
促
進
を
関
税
し
十
一
回
問
に
わ
た
る
会
期
舟
閉
じ
ま
し
た。



(2) 

一
は
、
団
前
借
受
人
選
考
察
員
会
の
廃
止

・=一
一

沢

慨

ほ

か

〉

一

O
閉
道
用
入
(
高
岡
問
問
酉
自
治
会
副
会

一

一と
、
新
た
に
団
拙
内
の
路
上
尋
に
お
吋

O
小
松
凶
川
改
修
(上
小
河
原
町
買
部
一盛
・丸
茂
和
幸
ほ
か
)

一

一

る

販

売

等

を

禁

止

す

る

乙

と

を

定

め

る

一

/

/

一

自

治

会

長

・古
屋
町
雄
)
一
の
視
力
阻
留
者
の
た
め
の
施
策
(
悦
力

一

一
戸

採
択
さ
れ
た
も
の

一

一

一た
め
の
条
例
改
正
で
あ
り
ま
す
が
、
蚕
一

シ
r

一om迫
嗣
入
(
上
積
翠
寺
町
自
治
会
一
障
害
者
有
志
代
表
・
岡
村
宏
)

一

頁
中
よ
り
路
上
に
寄
る
版
界
為
の
二

r

【事

賞

金

一

長

・

保

坂

力

夫

ほ

か

)

一

継

続

審

査

す
る
も
の

一

次
に
、
暗
雲
一

O五号
君
主
禁
止
は
道
路
法
、
護
法
ま
た
は
一
邑

」

Mg干
Z

ヲ

O視力
障
室
の
た
め
の
施
策
勇
一

O市
議
入
(
害
請
書
第
一
白
二
議
議
員
会

一

年
度
甲
府
市
露
事
業
会
計
型
予
算
一財
産
の
骨
量
喜
閉
す
れ
量
管
一

/
グ
i

'

現
一回
富
者
有
需
荻
・岡
村
宏
)
一
治
会
長
・
五
監
禁
)
一
面
定
資
産
租
減
税
(
甲
府
民
主
商
工

一
自
の
「
最
重
訣
」
の
霊
で

旧

翁
一
ぎ
に
つ
い
て
も
、
古
典
隠
す
十
持
出
来
、
条
例
ま
で
制
定
す
る
必
一

/

J

一

回
一

【民

芸

員

会

一

言

迫

田

入

・襲
(
第
百
丁
目
二
王
葉
埜
ほ
か
)
霊
区
内
の
人
に
寄
付
を
す
る
ととは

な
く
原
案
の
と
す
可
決
す
る
お
と
一
恥
は
な
い
と
い
う
意
闘
争
、
皇

ム

肱

末
一

O
E
3
3、
智
正
八
自
治
会
長
・

3
5

一
量
出
菌
室
喜
(
甲
府
地
区
慶
一言
に
査
さ
れ
ま
し
た
・

5

1

一

し

て

い

る

す

語

ず

主

主

し

た

。

一

塁

悪

に

よ

る

Ei--』言
語

時

一言
泣
嗣
入
(
読
書
室
飯
田
一撲
協
同
組
合

i
z
E
jに

開
偶
者
なし

ず

番

一

史
吉
野
宮
で
れ
が
あ
市
街
い
区
山
川
左

J
一
一日
一
府
一
日
間
沼
山
内
一

寸

砧

肝
一

03(基
禍
祉
法
会
主
計
入
(
古
上
書
自
治
会
長

一憂
)【芸

員

全

一に
か
〉
わ
宇
次
の
き
さ
と
を

菅

沼

町

M
J
諮
問
純
一
訂
て
ド
)
J
u
r
M
1
一
塁
九
=
Z
雲
九
八
号
一日

目

諮

問

話

一

示

I
品

川

一時

計

持

続

施

策

翁

力
一佐
久
里
ほ
か
)

一持

刊

誌

)

自

主

河

内

町

村

U
F間

一関

税

伝

説

話

料

刊

行

可

た

い

お

出

諮

問

世

話

器

税

制

日

一

面

ェ
時

…

単

位

岳

地

日

一私
自
問

ufiRUM諮問

τ
た

一
ま
た
、
ヘ
ル
パ
l
の
身
長
に
つ

7
2
3一言
甲
府
一の
葬
が
あ
り
、
査
会
も
乙
孝
一

:
F圏

一望
会
長
器
禁
郎
)

一官
室
長
井
義
次
郎
ほ
か
)
一
章
・
佐
野
喜

一i
十
四
日
か
ら
葬
式
て
い
ま

事

担

器

豆

長

十

日

諸

説

言

桂

信

一認

す

可

決

;

一

ν

司

議

JF自治
章

一諸

島

ii弓

高

等

一

す

四
号
)
中
霊
童
書
官
分
に
つ
い
す
て
き
て
は
い
る
が
、
一
車
販
議
了
し
て
早
急
に
整
型
汚
う

よ
う
要
望
一
次
に
喜
一
O
一一等昭和五十

i

-

4

一
見

畑、

y
zr
h

o花
輸
や
香
典
・
祝
儀
も

て
は
、
富
十
害
置
の
う
ち
、

一度
な
ど
未
確
立
の
園
も
あ
る
た
め
、
早
「
た
し
ま
し
た
。

一富

市

真

喜

2
2一草
の
善
上
の
需
に
も
閣
揮
す
る
一
種
止
に
は
妻
を
期
す
る
こ

Z

I

l
-
-
l
o
l
l
i
-
-ー

一
採
択
さ
れ
た
も
の

一
違
反
で
す

り
一
宮
警
震
の
た
め
の
相
川
里
会
一い
時
期
に
量
で
き
ょ
う
検
討
す
る
一
次
に
霊
源
九
九
号
農
作
要
望
一正
予
算
(
第
一
号
)
に
つ
い
て
は
、

7
一の
で
震
計
画
を
樹
立
す
べ
き
だ
と
の

τま
で
も
な
い
が
万
一
事
故
が
発
生
し
一

一
【民
基
員
会
】

一主
主
や
お
葉
巻
贈
ること

館
、
南
量
館
へ
の
ピ
ア
ノ
一
購
入
に
関
一こ
と
を
重
し
、
貧
異
議
号
室
一
芸
繭
共
済
の
無
事
も
ど
し
に
つ
い
て
一オ
ー
ク
リ
フ
ト
、
代
書
室
事
に
百
票
あ
り
ま
し
た
が
、
語
も
こ
れ
一た
場
合
に
は
双
方
寝
耳
警
に
把

決

算

審

査

特

別

委

を

構

成

一
o
E襲
食
加
入
(
山
霊
延

子
葉

Z
と
き
に
霊
を
寄
付
し
た

よ
遣
し
て
、

き
れ
ら
の
間
入
に
あ
た
一の
と
お
り
可
決
す
る
も
の
と
訴
し
ま
し
「
霊

2り
典
型
く
可
決

Z
一対する

2告
で
あ
り
害
一ら
に
つ
い
て
は
書
す
る
旨
の
確
割
合
し
、
言
語
、
眼
号
室
一

会
代
表
者
支
ほ
か
)

一
り
、
話

2
5

た

錦

町
レ
同
時
訪
日
一日

こ

喜

一

O
一

塁

手

百

軒

下

喜

一日

誌

な

く

司

宇

る

も

の

ム

れ

い

い

は

践

す

な

く

な

主

主

同

日

一員

長

口

語

一

日

委
員
口

重
永
太
郎

一語

枯

れ

不

思

自

治

一高

寝
い
や
霊
式
起
工
ま
な
ど

一
mず
る
と
と
も
に
、
乙
れ
ら
の
受
砂
入
一

}

一

一

一

一京

認

す

る

も

の

と

決

し

ま

し

た

一

一

の
と
き
に
、
花
輪
を
鮒
る
こ
と

れ
華
で
君
、

富
会
館
、
喜
一宮
府
市
屋
値
康
保
安
特
別
豆
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
需
直
一
次
に
喜
一

8
E
Z一
一

院
に
喜
一
言
昭
和
五
十
年
一が

提

出

さ

れ

ま

し

た

。

号

、

去

最

幸

男

清

水

亘

書

-

告

き

喜

入

学

薬

・

刷

版

な

ど

の

会
の
語
、
需
に
あ
た
っ
て
も
、
龍
一会
計
聖
予
算
(
第
二
号
)
に
つ
い
て
一法
に
基
く
用
講
習
中
で
、
差
別
官
需
聖
書
薬
会
計
補
正
予
一

一

軍
府
市
一
般
会
計
柵
正
予
算
(
第
四
一一
平
音
の
窓
会
議
で
乙
れ
喜
宇
一
市
川
霊
喜
望

一

【水
華
民
会
】

一格
差
の
き
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
一も
、
古
典
穏
な
く
原
案
の
と
お
り
可
一
概
要
連
帯
に
つ
い
て
は
一
定
地
一

2二
き
に
つ
い
て
は
襲
の
と
一

一
号
)
来
事
貝
露
骨
量
び
要
一る
た
め
の
特
別
語
塁
を
帯
し
て
、

一

喜

重

富

葉

一長

野

事

事

E
E一
す
い
に
季
最
高
る
こ

議
7
とを
霊
し
、
金
異
議
な
く
当
局
一決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
が
、
薬
事
室
貧
富
思
に
よ
り
その削

一守
義
な
く
可
決
す
る
も
の
と
決
し
一
重
要
一
号
事
葉
第
九
一
一
号
一第一
O
一
一
詰
和
五
十
茸
軍
需
下
一貫
十
六
名
柔
室
長
め
閉
会
中
一
秋
山
東
邸
土
屋
血
一
車
問
題
区
長

-E源問
一郎
)
草
掛
式
の
と
き
に
、
お
祝
い
の
室

市

河

川
九
九
お
り
可
宇
る
も
の
土
パ
d
M
U
下
町
議
括
諮
問
詰
誤
認
一ま
れ
?
一

O
号
阻
和
五
十
年
一日

告

腕

時

諸

問

一

吋

刊

誌

判

明

日

目

一時

詩

む

諮

問

日

刊

一

M

F

M

日

刊

一

o吋
沼
野
一
れ
れ
白

書
(
堺
一
平
品
朝
高
る
とと

可
一
ま

一E
ろ
、
語
か
ら
は
、
保
険
量
課
四

7
、
住
民
に
よる
室

哲

協

定が
一
軍
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
喜
一の
霊
予
算
の
専
決
処
分
で
あ
り
、
委
一
貴
異
様
な
く
署
名
り
可
決
す
定
で
す
。
一
早
川
首
長
五
郎
宮
古
町四

一
七
/
四
番
)
一書

写

る人に

…
…
僚
機
僚
議
麟
精
鋭
機
機
議
機
一
機
…

九
月
定
例
会
本
会
議
に
お
い
て
、
各
常
任
実
員
会
に
付
挺
さ
れ
た
案
件

に
つ
き
、
二
十
六
・
二
十
七
日
の岡
田
に
わ
た
り
理
員
会
を
開
き
、
審
査

し
た
経
過
と
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

H
公
職
選
挙
法
が
改
正
H


